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平成２４年３月 

 日進市教育委員会 

マニュアル作成の思い 

児童の健やかな成長は、すべての大人た

ちの願いです。 

生徒指導というと、問題行動に対しての

指導や対応を想像してしまいがちですが、

それだけではありません。生徒指導は、す

べての子どもたちの人格のよりよき発達

を目指すとともに、学校生活が有意義で興

味深く、充実したものになることを目指さ

なければなりません。 

このマニュアルは、児童の健やかな成長

と教員の支援の在り方について、日々の教

育活動のヒントを提供したいという思い

で作成しました。 

多くの小学校で活用されることを願っ

ています。 
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は じ め に 

 

一人一人の児童生徒が、自分の持ち味や個性を生かし、豊かな人間性や自己実現を図れる

ような資質を身に付けたり、自分で考え、自分で決定する自己指導力をはぐくんだりするこ

とが、今日的な教育の課題の一つとなっています。その課題解決のための方法として、学校

教育においては、生徒指導を十分に機能させることが期待されています。 
平成２３年度日進市では、愛知県教育委員会からの研究委託を受けて、日進西中学校区の

三つの小学校（西小、香久山小、赤池小）を対象に「生徒指導・進路指導総合推進事業（以

下、「本事業」とする）」に取り組みました。 
本事業は、平成２２年度にはテーマを「あそび・非行型不登校傾向にある生徒への支援プ

ログラム開発と普及」とし、一宮市、津島市、豊田市、蒲郡市の四つの地域で中学校を対象

に取り組まれました。事業の取組を整理する中で、次のような課題が明らかになりました。 
 問題を抱えている生徒の中には小学校段階で、学級がうまく機能しない状況を体験して

いる生徒がいる。小学校段階における問題行動の兆候のある児童の状況把握と支援を進め

る必要がある。 

そこで、平成２３年度には、テーマを「低年齢化・多様化する問題行動の早期発見・早期

対応」として、日進市と蒲郡市の二つの地域で、小学校を対象に取り組みました。 
これまで生徒指導に関する多くの先行研究や書籍等で「早期発見・早期対応の大切さ」に

ついては語られてきました。しかし、具体的にどう発見し、どう対応していくのかといった

部分については、触れられることが少なかったように思います。 
また、小学校での生徒指導について、学級担任だけの指導では限界があり組織での支援の

大切さを示唆しているものは多くありましたが、どうやって組織を整備し、共通理解と共通

実践を図っていくのかといった部分についても触れられることが少なかったように思いま

す。 
 今回、日進市における本事業での取組をこの「日進市小学校生徒指導対応マニュアル」に

Ｑ＆Ａの形式でまとめました。愛知県教育委員会から派遣された生徒指導に精通した臨床心

理士を生徒指導サポートコーディネーターとして活用し、児童たちへの直接的な対応だけで

はなく、小学校における生徒指導の在り方や進め方に対して適切なアドバイスをいただきま

した。 
この対応マニュアルが多くの学校で活用していただけることを願っています。 

 
日 進 市 教 育 委 員 会    
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次のページから、小学生がうれしかったり、元気づけられたりした先生の言葉を紹介します。 
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学習指導 

生徒指導 

生 徒 指 導 Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 自分が勤めている小学校では、深刻な問題があるとは思えないのですが、

それでも生徒指導は必要なのでしょうか。 

 
生徒指導は、学校が教育目標を達成するための重要な教育機能の一つ

であり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義をもつものです。 
どの小学校においても教員は、すべての児童には問題行動の要因が潜

在している可能性があることを念頭に置き、児童一人一人をしっかりと

見つめ、教育活動全体を通して生徒指導を行っていく必要があります。 

 
生徒指導のとらえ方 

 生徒指導というと、問題行動に対しての指導や対応を想

像してしまいがちですが、それだけではありません。生徒

指導は、すべての子どもたちの人格のよりよき発達を目指

すとともに、学校生活が有意義で興味深く、充実したもの

になることを目指さなければなりません。 

 生徒指導は、よく学習指導と並んで車の両輪という見方

でとらえられがちですが、右の図－１のように生徒指導を

学習指導の基盤をなす位置におき、生徒指導と学習指導の

両者を一体的にとらえ、学校生活のあらゆる場面で児童の

意欲を引き出すために相互がうまく機能していると考えると分かりやすいと思います。 

生徒指導の意義 

生徒指導は学習指導と並んで重要な意義をもつものであり、教育活動の全体を通じて行う

ことが必要です。生徒指導を進めるに当たっては、教職員が児童との望ましい人間関係に立

った児童理解を深めるとともに、すべての教職員が同じ歩調で生徒指導に取り組んでいくこ

とが大切です。また、学校のみで解決しようとする抱え込み意識を変革し、家庭、地域及び

関係機関との開かれた連携づくりを進めることが重要です。さらに、今日、児童が人間関係

を構築する力を十分身に付けていないことや児童の間に携帯電話等ＩＣＴ機器が急激に広

まったことによる、保護者や教職員が把握できない交遊の広がりなどから、これまでにない

新たな問題も発生するようになっています。 

このような状況を踏まえ、小学校では、すべての児童が、安心して学校生活を送ることが

できるようにするため、生徒指導の一層の充実を図る必要があります。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

図－１ 生徒指導の機能 

下校のときに校長先生が全校のみんなに「また明日、楽しみに待っているよ」と言ってくれた。 
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Ｑ２ 最近、「小１プロブレム」や「中１ギャップ」のような児童の心の発達の問

題についてよく聞きます。生徒指導でも不安になるのですが……。 

 
心の発達には、順序があります。それぞれの時期には発達段階に応じた課題（以下、「発

達課題」という）があります。その発達課題を達成していくことは、その時期を充実させ、

幸せに過ごすことにつながり、さらには、次の発達課題に向かう力にもなります。 
発達課題を達成する時期には個人差があります。小学校段階である「児童期」だけでなく

その前後の特徴についてもしっかり把握し、小学校の生徒指導に役立てましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

 

○自分を世話してくれる人と
の間で、自分が愛されてい
る実感を得ます。 

※母親の役割を果たす人との
二者関係が大切です。 

○自分の気持ちを律すること
を覚えます。 

○自分で考えて行動すること
を覚えます。 

※親の役割を果たす人（父母
や家族）との三者関係が大
切です。 

○やればできるという体験を 
 
低学年 
※個人差が目立ちます。 

※興味があることだけに反応した

り、自分の視点からでしか物事を

見られなかったりします。 

※遊びと勉強、空想と現実との境界

があいまいな傾向があります。 

  

身体的な発達 

 ・体格 

 ・技能 

 ・性徴  など 

漢字を書いたら「この字いいね。お手本になりそうだね」と言ってくれた。 
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仲間関係の発達 

 ・ルール 

 ・役割 

 ・思いやり  など 

精神上の発達 

 ・学力 

 ・道徳性 

 ・価値観  など

通して、目標に向かって頑張ることを覚えます。 
 
中学年            高学年 
※ギャングエイジと呼ばれる時    ※二次性徴を示す児童もいて、 

代を過ごします。          再び個人差が大きくなります。

※興味・関心が共通する者が集    ※年下の者の世話をする立場に 

まり、閉鎖的、排他的なつな     おかれ、役割を果たす中で、 

がりの強いグループができま     指導性や責任感を身に付けて 

す。                いきます。 

※グループ内で、自分たちでル    ※気のあった少数との交遊が始 

ールをつくりそれに従うこと、    まります。 

役割を果たすこと、リーダー 

シップをとることなどを身に 

付けます。 

○ありのままの自分を発見
し、自分はこうなりたい、
こうであるという自我同一
性を獲得します。 

 
※家族よりも仲間との間で自
分を支える柱を見つけま
す。 

※自分はどういう人間か、将
来どうなりたいかが見えて
きます。 

  

音読を頑張っていたら「上手になったね。おうちでしっかり練習しているんだね」と言われた。 
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Ｑ３ 小学校において、生徒指導が望ましい状態で機能していくために必要なこ

とを教えてください。 

 
目の前の問題行動への対応に追われ、生徒指導本来の意義を見

失うことがあります。生徒指導は、すべての児童の人格のよりよ

き発達と学校生活が有意義で興味深く、充実したものになること

を目指すために行います。生徒指導が望ましい状態で機能してい

くためには、「周到な計画（Plan）」→「様々な実践（Do）」→「多面的な

診断・評価（Check）」→「改善策の検討（Action）」のマネジメントサ

イクルが適切に働くようにすることが必要です。 

 
周到的な計画（Plan）⇔様々な実践（Do）（図－２） 

 すべての児童が、安心

して楽しく学校生活を送

るためには、児童の特性、

保護者・地域の願い、生

徒指導体制などを踏まえ

て、児童の１年後の姿を

イメージし、そこにいた

るまでに必要な段階や手

立てなどを意図的・計画

的に考えていかなければ

なりません。多くのこと

がそうであるように、生

徒指導においても明確な

ビジョンが必要だという

ことです。 

 周到的に立てられた生

徒指導計画をもとに、

様々な実践を行っていき

ます。その中でも授業は、

各教科・領域でその特性

を生かした取組ができま

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

Plan
「教育的生活集団」 

学校生活を通して人格を形
成する 
 ◎ルール・マナーの定着 
 ◎人間関係の構築 など 

「教育的学習集団」 
学習活動を通して知識・技能
を習得する 
 ◎学習への興味・関心 
 ◎学習環境    など 

Do 

授 業 

学校行事 
係・委員会活動 

地域との連携
教育相談 

児童の特性

教育目標 

生徒指導の課題

保護者・地域の願い

生徒指導体制

計画と実践が相互に補完しあい、生徒指導の両輪としていく 

児童の願い 

図－２ 計画→実践のイメージ 

繰り返し 

ドッジボールで、ボールを取ったとき「すごいね。ナイスキャッチ」と言ってくれた。 
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すし、一斉指導やグループ活動、それにそれぞれの児童の特性や興味・関心に対応した個別

の学習など多様な学習形態が行えますので、児童一人一人といった個への対応だけでなく、

集団への対応についても期待できます。当然、授業だけでなく教育活動全体を通して生徒指

導は行っていかなければなりません。そうなると学級担任だけでの対応では限界があり、学

級の枠を超えた複数の教員で生徒指導を行う必要があります。 

「周到な計画をもとに様々な実践を行う」ことはもちろんですが、様々な実践を効果ある

ものにすることや全教職員が同じ歩調で取り組むことを考えて計画が立てられなければな

りません。計画と実践が相互に補完しあいながら、生徒指導の両輪として機能していくこと

が必要です。それと、周到に計画された通りに生徒指導が展開されていくことはなかなか難

しいのが現状です。どうしても予想されなかった指導上の課題が発生したり、突発的な事故

が起きてしまったりすることがあります。そうしたことへの対応も生徒指導が役割を担うこ

とが多いのが学校の現状です。 

多面的な診断・評価（Check）⇒改善策の検討（Action）（図－３） 

具体的な実践が行われた後には、成果と課題を明らかにする必要があります。結果につい

て、診断・評価し改善を図っていくことは、生徒指導体制の深化と充実につながるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 

Check 
「観察法」「面接法」「調査法」の三つの方法の

特性を生かして併用しながら、個や集団の変化

を把握していきます。 

観察法 

面接法 調査法 

Q-U テストを活用すると、「学級（集

団）」と「個」の実態が把握できます。 

・個の学級に対する適応が分かる 

・学級のタイプと成熟度が分かる 

・学級と個の関係が分かる 

アンケートを活用する場合、質問項目を具体的なも

のにすると実態が把握しやすくなります。 

○例  「困ったときに相談できる人はいますか」 

Q-U テストやアンケートを実

施したあとには、必ず教育相談

を行います。児童の思いを受け

止め、迅速に対応することが大

切です。 

学級への満足度の改善 

学習意欲の改善友人関係の改善 

学力面の改善

図－３ 診断・評価→改善のイメージ 

Plan→Do 計画から実践    診断・評価から改善へ Check→Action 

実践の成果と課

題の要因は!? 

生活態度の改善

帰りの会で「今日は○○なことがありましたね」とよかったことをみんなにも言ってくれた。 
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Ｑ４ 生徒指導のＰＤＣＡサイクルにおいて、「Ｃ（診断・評価）」の方法につい

て教えてください。 

 
「観察法」「面接法」「調査法」の三つの方法の特性を生かし、併用しながら、個や集団の

変化を把握し、診断・評価をしていきます。 

 
観察法と面接法を用いた日常の中での診断・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「観察法」や「面接法」については、児童と接することにより日常的に行われていること

だと思います。児童の何気ない様子や会話などから様々な情報を得たり、関係づくりを行っ

たりすることはとても大切なことです。 

 ここで、さらに「調査法」を有効に取り入れて、児童一人一人を客観的かつ総合的に理解

するようにします。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

学級経営を行う上で最も重要なことは学級の児童一人一人の実態を把握すること、

すなわち確かな児童理解である。一人一人の児童はそれぞれ違った能力・適性、興味・

関心等をもっている。学級担任の教師の、日ごろのきめ細かい観察を基本に、面接な

ど適切な方法を用いて、一人一人の児童を客観的かつ総合的に認識することが児童理

解の第一歩である。      （小学校学習指導要領解説 総則編Ｐ．６７より）

ものづくり
が好きなん
だ。集中し
ているな。 

勉強頑張ってい
るね！ 

野球をしてい
るときは、素
直で楽しそう
だな。 

おはよう。朝ごは
ん食べてきたか
な。 

Check 

面接法 

観察法 

算数の計算でがんばったら「よくここまで努力したね」と言ってくれた。 
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調査法（Ｑ－Ｕ）を活用した確かな児童理解への診断・評価 

 「調査法」の一つとして「楽しい学校生活を送るためのアンケート Ｑ－Ｕ」が注目され

ています。 

Ｑ－Ｕを活用すると、個の集団に対する適応、集団のタイプと成熟度、集団と個の関係が

診断・評価できます。その結果により、生徒指導計画の見直しや様々な実践の改善を図るこ

とができます。ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで、集団と個を高めていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ－Ｕの結果は、上記のようなプロット図で表され、学級の様子や個の状況、それに個と

集団との状況が分かります。今までの生徒指導で行ってきた様々な実践を診断・評価し、児

童へどのように対応していったらよいか、「観察法」、「面接法」と合わせて改善策を立て、

さらに計画・実践していくとよいでしょう。 

 

児童理解 

集団の様子 

Ｑ－Ｕの活用

個別対応 

集団対応 繰り返し 

個 個 個 

高
ま
り 

高
ま
り 

高
ま
り 

集団の高まり・成熟 

承認得点高い 

承認得点低い 

被
侵
害
得
点
高
い 

被
侵
害
得
点
低
い 

学級生活満足群 

意欲的で適応感がある 

非承認群 

学級内で認められることが少ない 

意欲が低く自主的に活動できない 

侵害行為認知群 

被害者意識が強い 

対人関係でトラブル 

学級生活不満足群 

不適応感・不満足感が強い 

いじめを受けている可能性あり 

要支援群 

Ｑ－Ｕプロット図 

個の散らばりの状態から

学級集団の状態も診断・評

価できる 

音楽の時間、みんなの前で「○○さんのように歌えるとかっこいいですね」と言ってくれた。 

「承認得点」と「被侵害得点」
の２つから個の位置が決まる。
どこにプロットされるかで個の
状況が分かる。 
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Ｑ５ 予想もしないような課題が発生したり、突発的な事故が起きてしまったり

したときのために、どのような準備をしておけばよいですか。 

 
生徒指導の問題は、いつ・どこで・どんな形で発生するのか、予測

することが困難なことです。したがって、万が一に備えて、どう対応

すべきかといった危機管理を考えておくことが大切です。 

 
生徒指導における危機管理の４段階 

 生徒指導の問題が発生すると、その対応に追われ慌ただしくなりたいへんです。そうなら

ないためには問題行動を予知・予測し、未然に防ぐことが大切です。しかし、問題が起こっ

てしまったら、早期に発見し、迅速な対応に努めます。さらに、何とか事態が収まったとし

ても、それで終わりではなく、再発の防止に努めることが大切です。 

◆ 生徒指導における危機管理の４段階 ◆ 

 第１段階 問題行動を予知・予測し、未然に防ぐ。 

 第２段階 問題行動を早期に発見する。 

 第３段階 問題行動に対し、迅速に対応する。 

 第４段階 関係機関等と連携し、収束と再発の防止に努める。 

 

ハインリッヒの法則 

 危機管理に取り組む人たちにはよく知られた

法則に、「ハインリッヒの法則」（図－４）があ

ります。アメリカ合衆国の損害保険会社で働いて

いたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒは、

５、０００件有余の労働災害を統計学的に調べた

結果、重要な災害の発生と被害の甚大さは、“１：

２９：３００”であるという法則を導き出しまし

た。つまり、死亡や重傷に至る重大事故が１件あ

ったら、その背後には２９件の軽傷を伴う中規模事故があり、さらにその背後には３００件

のヒヤリ・ハットする出来事が起きているということです。 

 これを生徒指導に置き換えてみると、問題行動（Ａ）として表面化する以前に、小さなト

ラブル（Ｂ）があり、さらにその背後に「ちょっと気になること」（Ｃ）があると考えるこ

とができます。（Ｃ）の段階で予知･予想して未然に防ぐことや（Ｂ）の段階で早期に発見

し、迅速に対応をすることをイメージしておけば、深刻なケースは避けられると考えます。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

図－４ ハインリッヒの法則 

Ａ

Ｂ

Ｃ

１

29 

300 

重大事故 

中規模事故 

ヒヤリハット 

発表で間違えてしまったとき「○○さんのおかげで勉強になったね」と言ってくれた。 
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Ｑ６ 「生徒指導における危機管理」の４段階において、それぞれどんな働きか

けや対応に心がければよいかを教えてください。 

 
 「生徒指導における危機管理の４段階」において、それぞれキー

ワードとなっている「予知・予測」「早期発見」「迅速な対応」「連

携、収束、再発防止」を意識していくことが大切です。 

 
四つのアクション（働きかけや対応）（図－５） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

①問題行動を予知・予測し、未然に防止する段階 

②問題行動を早期に発見する段階

・小さな変化やサインを見逃さない 

・キャッチした情報は共有する     など 

・組織で対応する 

・報告･連絡･相談に心がける      など 

・アセスメントに基づき継続的な対応を心がける 

・適切な関係機関と連携して指導にあたる 

・指導を振り返って評価する      など 

すべての児童たちの人格のよりよき発達と学校生活が有

意義で興味深く、充実したものになることを目指す 

③問題行動に対し、迅速に対応する段階

④関係機関等と連携し、収束と再発の防止に努める段階 

ファーストアクション 

・確かな児童理解に努める 

・教育相談体制を整備する 

・生徒指導体制を整備する 

・保護者との信頼関係づくりに努める  など 

セカンドアクション 

サードアクション 

フォースアクション 

図－５ 危機管理の４段階における四つのアクション 

そうじの時間に「床がピカピカで喜んでいるようだね」と言ってくれた。 



 
- 12 -

【他者や環境の理解】 

本人を取り巻く人的、物的環境

を理解する 

【本人の理解】 

内面や行動を理解する 

【本人と他者や環境とのかかわりについての理解】 

本人とその本人を取り巻く環境との関係を理解する 

Ｑ７ 確かな児童理解の進め方について教えてください。 

 
児童は、一人一人違った能力・適性、興味・関心等をもっ

ています。また、生活背景も様々であり、その上、いろいろ

な気持ちや願いをもっています。これらの児童一人一人の特

性・気持ち・願い等を多面的・客観的・総合的に理解し的確

に把握することが確かな生徒指導につながります。 
児童理解については、日常的な「観察法」と「面接法」を基本に、「調査法」の結果と比

較するなど、一部に偏ることなくとらえるようにすることが大切です。 

 
児童理解の方法 

 
【観察法】 

行動観察を基本に、日常的に条件を設定せずに行う観察の方法。より客観的に児童

を理解するためには、複数の目で観察し、情報の共有化を図ります。 

 【面接法】 

当該児童との、面談による質問への応答などを通した方法。計画的に教育相談日を

設定したり、事前にアンケートを行ったりすると有効です。 

【調査法】 

知りたい点について質問紙を配付して回答を求める方法。自己肯定度調査、Ｑ－Ｕ

などを活用して、児童たちの実態を客観的にとらえます。 

 

様々な角度からの児童理解 

児童理解については、

「本人の理解」だけに

とどまらず、図－６の

ようにその児童を取り

巻く「他者や環境の理

解」、それに「他者や環

境とのかかわりについ

ての理解」もあわせて

しておく必要がありま

す。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

図－６ 様々な角度からの児童理解 

放送当番で頑張っていたら「いつも楽しくて、元気になる放送ありがとう」と言ってくれた。 
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教育相談体制の確立 
 教育相談の目的は、児童の自己実現を目指した適応の支援です。したがって学校教育相談

は、心理的な悩みをもった児童に対するカウンセリングはもちろんのこと、さらに効果的な

教科学習に向けての支援、学校内の人間関係の調整、友達と折り合い協調する力や技（対人

関係スキル）の獲得、進路相談、学校におけるストレスを自分自身の力で調整する力（スト

レス・マネージメント）など、学校内での児童に対するメンタルヘルスと社会化に関する支

援のほとんどすべてにかかわってきます。そのため、一部の教職員だけでの対応では、その

目的を達成することは不可能です。すべての児童への有効な教育相談を機能させるため、す

べての教職員による効果的な教育相談体制を確立する必要があります。生徒指導では、この

ような学校教育相談体制が確立することでより機能的な展開が期待できます。  

【教育相談体制の整備に必要な事項】 

１ 組織・分掌（学校経営組織への位置付け、校務分掌の決定等） 

２ 構想・計画（全体計画、部門計画、教育相談活動の年間計画の立案等） 

３ 施設・設備（教育相談室の設置、心理テスト用具・用紙、文献・資料の整備等） 

４ 教育相談運営計画（教育相談委員会や係としての活動、ＳＣとの連携計画等） 

５ 教職員研修（教育相談の理解促進、教育相談担当者や主任の指導力向上のための研修等） 

６ 外部との連携（保護者への理解と啓発、教育相談関係機関との連携体制の確立等） 

 

Ｑ－Ｕを活用した教育相談 
 Ｑ－Ｕには児童が一つ一つ考えた結果が、その児童の状況として表れています。児

童の訴えが答えの中に隠されています。しっかりと受け止め理解していくためには、

Ｑ－Ｕ実施後の教育相談は必要であると考えます。 

【Ｑ－Ｕの質問項目について質問する】 

①ポジティブにとらえていることから質問を始めプラス思考にできるようにし、次に②ネ

ガティブにとらえていることについて質問するとよい 

例)①「勉強とても頑張っているね。昨日の発表は素晴らしかったよ」「授業は楽しいかい」 

  ②「どんなときに認めてもらってないと感じるのかな」 

 

【Ｑ－Ｕの点数に焦点をあてて質問する】 

 各項目の回答に対して、どうしてその点数になったかと聞くのではなく、どうしたら点数が

変わるのかという視点で質問する。 

例)「どうなるといいの」「どうすればいいと思う」 

  「何が変わるといい」「先生にできることはないかな」 

 

 

転んでけがをしたとき「痛かったね。よく耐えているね」と言ってくれた。 

気持ちをこれからの未来に向けさせることが大切 
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Ｑ８ 問題行動を早期に発見し、情報を多くの教職員で共有する方法を教えてく

ださい。 

 
問題行動は、進行度が深まるほど、対応が困難になるため、初期段階に見

られる変化を見逃さず、早期に適切な対応をすることが重要です。  
そのためには、初期段階に見られる児童の変化やサインを見逃さないよ

うに複数の目で観察し、情報を共有して支援していくことが大切です。 

 
初期段階に見られる変化 

児童に次のような変化が見られたら、要注意です！ 

□ 登校を渋ったり、遅刻や欠席が目立ってきた。 

□ あいさつの声が小さくなった、目を見て話ができなくなった。  

□ 問いかけに対する言葉遣いが乱れてきた。  

□ 授業の始まりに、間に合わない状況がでてきた。  

□ 教科書や用具等の忘れものが増えてきた。  

□ 課題や宿題が提出できなくなってきた。  

□ 教室や家庭に本人の居場所がなくなってきた。 

 

協働的な支援体制の確立 

小学校では、学級担任と児童との関係は密であり、他の教員がなかなか学級に入り込めな

い状況がある場合もあります。その結果、学級内で起こっている問題行動について、担任以

外の教職員が気づくことが困難な場合も出てきます。そこで、図－７のようなイメージで児

童を複数の目で観察し、チームで情報を共有し把握するような体制を確立していくことが大

切です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

担任 

学年主任や

学年の教員 

生徒指導主任

養護教諭 

校長・教頭

スクールカウンセラー 

児童 

図－７ チームでの支援体制のイメージ 

特別支援教育コーディネーター 

学
年
会 

忘れ物をしたとき正直にいったら「失敗をしたのによく言えたね」と言ってくれた。 
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校内ＬＡＮを活用した情報の共有化 

 日進市では、市内小中学校すべてに校内ＬＡＮが整備さ

れ、校務支援ソフトが導入されています。これらを、生徒

指導を進めるための情報の共有化に生かします。 
校内 LAN では、インターネット接続をはじめ様々な機

能が利用されています。中でも、データ共有機能を利用す

る機会は日常的になってきました。このデータ共有機能の

メリットは、次の２点です。 
      ①データのやり取りが容易になる 

   記憶媒体を介さずに素早く、確実にデータを交換できるようになります。また、データ

にアクセス権を設ける等のセキュリティ設定を施すことが可能となり、安全性を高めること

ができます。 

     ②データの管理がシンプルになる 

   データを集中管理できるため、管理が容易になります。さらに、データの時間的なズレ

が生じることがなく、更新が確実になります。 

これらのメリットを生かして多くの学校では、生徒指導委員会、いじめ・不登校対策委員

会、校内就学指導委員会などの各種会議で、児童の顔写真や個人データを紙媒体に印刷せず、

パソコンの画面での出力で済ましています。ペーパーレスになるのはもちろんですが、個人

情報を扱う上でも安全な取組になっています。 
また、パソコンに児童の個人データファイルをつくって、情報の共有化を図っている取組

もあります。データを蓄積することで、特定の傾向（欠席が特定の曜日に集中している、交

友関係、普段とは違う様子等）を把握することができます。そこから、当該児童の客観的で

継続的な行動様式が明らかとなり、ケース会議等がもちやすくなることも十分期待できます。 
 
校務支援ソフトＥＤＵＣＯＭ マネージャーを活用して 

 日進市の各小中学校に導入され

ている校務支援ソフトEDUCOMマネ

ージャーの「いいとこみつけ」の

機能もぜひ活用してほしいと思い

ます。 
様々な場面で児童のよいところ

を気づいた時に、ネットワークを

利用して児童一人一人のデータボ

ックスに記入していきます。中に

は、初めて担任をもち、どんな所

見を書いてよいか分からなかった

ので「いいとこみつけ」を参考に

したという先生もいるそうです。 

「きみたち６年生が頑張って学校を支えてくれている。ありがとう」と言ってくれた。 
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 Ｑ９ 生徒指導における協働的な支援体制について教えてください。 

 
協働的な支援とは、問題を抱える児童について、複数の教員やスクールカウンセラーなど

がチームを編成して指導・援助し、また、家庭への支援も行い問題解決を行うというもので

す。協働的な支援を行うためには、チーム内での指導の在り方について共通理解をするとと

もに、チームとして協働して解決に取り組もうとする教員の意識が重要です。 

 
問題行動等の背景には、児童を取り巻く様々な環境が影響を及

ぼしています。どのように対応してよいのか学級担任だけで悩ん

で躊躇しているうちに事態が深刻になるというようなことは避

けなくてはなりません。そのためには、いち早く学校内で情報を

共有してチームを組み、早期から対応していくことが大切です。 

学年会を機能させる 

定期的に行われる学年会では、「気になる児童」についての情報交換を必ず行うようにし

ます。また、必要に応じて、朝の打ち合わせの時間等を有効に使い「気付いたことはすぐに

伝え合う」ことを約束しておきましょう。学年主任は学年の状態や「気になる児童」につい

ての情報を教頭や生徒指導主任に報告し、今後学年としてどう取り組んでいくのかの連絡や

進め方の相談を行うようにします。 
スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターの活用 

 スクールカウンセラーを活用することで、教育学の見地からは見えづらい「児童の内面」

に対して、心理学的な面からのアプローチが期待できます。そうすることで、今後どのよう

に生徒指導を進めていけばよいかのアセスメント（見立て）を行うことができます。それに、

保護者と教員とのつなぎ役としての役割も期待できます。 
 また、特別な支援を必要とする児童たちに対しての指導方法についての相談は特別支援教

育コーディネーターを活用し、関係機関とつないでもらえるようにすることも大切です。 
教育委員会を中心とした学校と関係機関との連携…資料：日進市生徒指導支援マップ参照 

 今日、学校のみで解決しようとする抱え込み意識が変革され、家庭、地域及び関係機関と

の連携した取組が増えてきました。幸いにも日進市においては、複数の大学が存在する、民

生児童委員・主任児童委員の方々が学校教育に協力的である、家庭教育推進委員会の活動が

盛んであるといった関係機関と学校との連携が期待できる条件がそろっています。この好条

件を生かし、本市教育委員会が中心となって、問題を抱える児童たち及びその家庭への支援

と指導ができるネットワークづくりを進めていきたいと考えています。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

朝、教室に入ったら「○○さんの素敵な笑顔で元気になったよ」と言ってくれた。 
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Ｑ１０ 生徒指導の体制づくりについて教えてください。 

 
生徒指導体制づくりについては、協働的なものにしていくことが大切です。しかし、共通

理解や効果的な対応が困難で生徒指導体制が機能しない場合があります。生徒指導に精通し

た教員の強力なリーダシップや孤軍奮闘は、問題行動の抑止や解決の大きな力となることは

確かですが、問題行動の多様化、地域や家庭の教育力が低下した現状において、その力には

限界があります。このような状況を改善するための方策として、コーディネーター機能を生

かした生徒指導体制の整備が考えられます。 

 
コーディネーター機能を生かした生徒指導体制 

 生徒指導の会議において情報の交換は

行われるのですが、そこから具体的な行動

の連携につながらないという例は少なく

ありません。そこで、生徒指導主任が協働

体制の中核となって、課題解決に向けた協

働的な取組をより効率的、効果的に行う、

コーディネーターとしての役割を果たす

ことを期待します。 

生徒指導上の課題に対しては、多面的な

状況把握が必要となってきます。生徒指導

主任には図－８にあるように日常的に児

童たちに関する生徒指導上の情報が集ま

るようにします。各教職員が校内の情報の

流れを強く意識し、報告・連絡・相談を適

切に行うとともに、そのための仕組みづく

りが必要です。集約された情報をもとに、

教職員全体で共通理解のもと課題の明確

化や指導方針・方法の決定、教職員の役割

分担等を行います。生徒指導主任は指導過

程において進捗状況を把握するとともに、

教職員全体に対して随時その状況を周知

していくことも重要です。このような体制では、個人の判断ではなく、教職員全体での共通

認識がなされたものであり、保護者の安心にもつながります。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

生徒指導主任 

教 頭 

校 長 

報告・連絡・相談 

学年会 

学年会 

学年会 

生徒指導情報の集約 

生徒指導進捗状況の周知 

図－８ 情報が集約されるシステム 

廊下でこんにちはとあいさつをしたら「素敵なあいさつ、すばらしい」と言ってくれた。 



 
- 18 -

Ｑ１１ 生徒指導に関する会議を行おうとしてもなかなか時間が生み出せません。

有効な会議の方法があれば教えてください。 

 
学校現場において、時間がかかり過ぎる、問題点は出るが具体的な方策がまとまらない、

指導・支援に関する共通理解が進まない、指導体制が充実しない、資料等の準備が負担にな

るなどの問題点のために生徒指導にかかわる会議が敬遠されている傾向があります。今、多

くの現場でそれらを解決する方法としてインシデント・プロセス法を用いた会議が注目され

ています。 

 
インシデント・プロセス法とは 

○ 参加者には、はじめに「問題行動（インシデント）」のみが提示される。参加者は事例

提供者に一問一答式で質問することで、問題行動が起こる背景や原因となる情報を収集し、

それをもとに問題を分析して、解決のための具体的方策を考えるという方法。 
○ 次のようなメリットがある。 
・ 参加者一人一人が問題解決の当事者の立場で考えるため、主体的・積極的な取組にな

る。 
・ 実際に発生した問題とその解決方法を、参加者が共有できる。参加者のその後の実践

的活動に結びつきやすい。 
・ 事例提供の資料が少なくて済むので、事例提供者の準備の負担が少なく、誰でも引き

受けることができる。 
・ 質疑応答は事例の事実について行われ、質疑や協議が事例提供者の対応についての批

判にはなりにくく、事例提供者の心理的な負担が少ない。 
 

インシデント・プロセス法の進め方 

【ステップ１（事例発表）】・・・５分程度 
・ 事例提供者は、事例提供シートの内容（図－９）

に基づいて簡潔に発表する（指導内容には触れない）。 
・ 参加者は、提供された資料及び発表を聞きながら

問題点を把握する。 
 
【ステップ２ （情報収集）】・・・５分程度 
・ 参加者は、事例提供者に対して問題解決に必要な

質問を一問一答形式で行う。 

具体的な取組や事例 

基本的な考え方 

【事例提供シート】 

１ 話し合いのポイント 

２ いつ、どんなときの話か 

３ 家族・生育暦など 

４ どんな配慮やかかわり方

をしているのか 

５ そのかかわり方をしたと

きの反応はどうか 

図－９ 事例提供シートの内容 

苦手な鉄棒の練習をしていたとき「あともう少し、がんばれ」と言ってくれた。 
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【ステップ３ （個人研究）】・・・５分程度 
・ 参加者は、問題点・課題を明確にし、付箋紙を用いて整理する。 
・ 事例提供者の立場で課題解決に向けて対応策を考える。 

 
《進行役の留意事項》 

○ どの参加者からも積極的な質問がでるように進めていく。 

○ 質問は、一問一答形式とする（質問を独占させない）。 

○ 事例提供者の指導の在り方を問うような質問はさせない。 

○ 事例提供者には、事実をありのまま簡潔に答えさせる（憶測で答えさせない）。 

 
【ステップ４ （グループ研究）】・・・１０分程度 
・ 個人研究で整理した対応策を基に、グループ

としての対応策をまとめる。 
・ 対応策においては、「誰が」「何を」「いつ」「ど

こで」「どのように」というように、具体的な行

動につながるように整理していくことが重要と

なる。 
 
【ステップ５ （全体研究）】・・・１５分程度 
・ 各グループは、協議した内容を発表する。 
・ 全体で意見交換する。 

 
【ステップ６ （まとめ）】・・・２分程度 
・ 事例提供者が感想、意見を述べる。 
・ 講師（管理職、生徒指導主事も含む）が講評

を行う。 
インシデント・プロセス法で協議された対応策については、生徒指導部会、学年会等でさ

らに具体化し、全教職員の取組としていくことが大切である。 

 

※注１ ＫＪ法とは、情報収集や課題解決のための手法のことである。まず、あるテーマについての

課題やアイディアなどを、すべて挙げ、それらをカードに書き出す。次に、カード同士の関連

性を考察し、いくつかのカテゴリに分類する。そして、最後に、カードの相関関係を分析する

というものである。これにより、テーマに関する真の課題や、解決すべき課題の優先順位など

が浮かび上がってくる。 

※注２ ブレーン・ストーミング法とは、ある議題についてアイディアを出したい場合や、問題点を

列挙したい場合などに、複数人が集まって自由に意見を述べる方法のことである。この方法に

より、新たな発想を生みだすことが期待できる。 

○ ステップ３（個人研究）で記

入した付箋紙を用いたＫＪ法

（※注１）が能率的である。対

応策は、「緊急」「早期」「長期」

に分けて考える。 

○ 付箋紙を模造紙に貼り、似た

ような内容はひとまとまりに

なるように整理して、小見出

を付けていく。 

○ 問題点の把握、列挙、整理の

方法においては、ブレーン・

ストーミング法（※注２）及

びカードを用いたＫＪ法が能

率的である。 

算数で問題ができたとき「よし、その調子」と言ってマルをつけてくれた。 
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資 料 
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お わ り に 

 

本事業である生徒指導・進路指導総合推進事業が愛知県教育委員会から日進市に研究委嘱

され、日進西中学校区の三つの小学校を対象に研究を行うことになった当初は、日進市の小

学校のとても落ち着いた状態に、何から手をつけていけばよいのか分からない状態でした。

しかし、愛知県教育委員会から派遣された生徒指導サポートコーディネーターの 山口 力 

先生と、三つの小学校の児童たちの様子や学校の雰囲気、それと三つの小学校が進学する日

進西中学校の子どもたちの様子から、徐々に取り組んでいくべき課題が明らかになってきま

した。 

本マニュアルは、以上のとおり、ようやく課題が明らかになった状態で作成していますの

で、十分とは言えないところも多々あるかと思います。しかし、本マニュアルを一人でも多

くの先生方が手にとっていただき、日々の教育活動にいかしていただければ幸いです。 

来年度は、本マニュアルを使った実践を重ね、より使い勝手のよいものに改善されること

を願っております。 
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